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愛知県印刷工業組合�

北アルプスと桜�



　３月３日午後６時より、㈱光文堂
第一会議室において、不況対策セミ
ナーが開催され、16名が参加しました。
この事業は２月期理事会の席上、w
井昭弘理事長が「こういう大変な時
期なので、組合員への緊急支援とし
ていろいろな助成金セミナーや、弁
護士にお願いして不良債権の取り立
てなどの相談会を行いたいと思いま
す」と語り、特別事業の開催を諮っ
て承認を得、決議後半月で実施され

たものです。�
　当日は二部構成で行われ、第一講
は春馬・野口法律事務所の野口葉子
弁護士が講師を務め、「貸し倒れに
しない『債権回収のポイント』」と
題して進められました。�
　続く第二講は名南経営センターグ
ループの今村航社会保険労務士が講
師を務め、「不況時に活用できる助
成金～中小企業緊急雇用安定助成金
～」をと題して行われました。�

 「世界の最新印刷技術」�
　7印刷図書館では、―Drupa2008か
ら始まる近未来の潮流―をキーワー
ドとした単行本「世界の最新印刷技
術」2008-2009を刊行した。�
　本書は、Drupaで提唱された技術動
向を総括・集大成し、記録として保
存していくことを目的に編纂された。
また、将来次々とでてくるであろう、
新技術を蓄積し、新たな印刷ビジネ
スモデルに、具体的に役立たせるた
めのデータベースとしての役割も付
与し、刊行されている。�
　本書の内容は、〈第１部〉有識者
による「最新技術のトレンド」の解説、
印刷業界をリードする人達による「新
たな技術を経営に生かす心構え」、
主要ベンダーが位置付ける「将来の
印刷業に伝えたい新技術の考え方」、
「Drupa2008で示された技術動向」、
印刷図書館主催による「帰国報告会
における講演」の要旨、〈第２部〉
「基調提言・近未来への舵取り」、
「Drupa2008出展の最新システム」、
「Drupa2008にみる主な出展企業と注
目の製品一覧」などから構成されて
いる。�
　編纂・刊行／7印刷図書館�
体裁／A4判、本文120頁、無線綴じ。�
定価／2,000円（税込み）�
　問い合わせ先／財団法人印刷図書
館TEL 03(3551)0506�
�
 「印刷現場の労働衛生管理」�
　6日本印刷産業連合会では、環境

委員会のもと労働安全関連研究会が
中心となって、印刷産業に係わる労
働安全衛生について調査研究を行っ
ている。昭和61年に有機溶剤中毒予
防規則と溶剤の使用に関する手引書
「印刷と有機溶剤―管理のポイント
と作業環境の改善 ―」を発行し、そ
の後、改訂版を平成10年に発行して
いる。今回、最近の法改正の状況な
どを踏まえ、「印刷現場の労働衛生
管理」として、新たに刊行した。�

　〈内容〉�
　①労働衛生管理について、労働衛
生管理法の位置付け、法令順守。②
法規の適用職場、法令の遵守項目、
管理項目別の対策（有機溶剤と特定
化学物質、騒音）。③印刷職場の改
善例／グラビア印刷、オフセット印刷、
シール印刷、スクリーン印刷、光沢
加工、製本。④解説／労働衛生管理
の理解、労働安全衛生法、労働衛生
管理、作業環境改善、労働安全衛生
法マネジメントシステム。⑤労働衛
生管理のフローと自己点検表。⑥資
料編。�
　発行／6日本印刷産業連合会・環
境委員会労働安全関連研究会�
　体裁／A4判、116頁�
　定価／組合員1,500円、非組合員
3,000円（いずれも消費税込み）�
　問い合わせ先：6日本印刷産業連
合会　TEL 03(3553)6051

■４月号がお手元に届くころには、
桜も散り、本格的な春の訪れが来て
いるものと思われます。それにして
も今年の桜の開花は早かったですね。
■先月号でお知らせしましたように、
中部地区印刷協議会下期会議の分科
会・理事長会の報告、それと、業態
変革実践プランの実例を挙げています。
今月号では、三藤印刷㈱さんのケー
スを掲載しました。変革への迷いが
あった中で、見事に成功されています。
是非一読ください。来月号に三重県
の千巻印刷さん、再来月号に富山の
山田写真さんを掲載予定です。ご期
待ください。�
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事務局だより�

巻頭言�

　３月で、いつもなら定時で終わらないぐらい
の仕事に追われて忙しい時期なのに、一向に印
刷物の受注量が上向いて来ません。異常な事態
です。�
 もっとも、客先の仕事量が通常の５割６割で
は仕方のないことなのかと諦めざるを得ないの
ですが、深刻な厳しさが切迫している今日この
頃です。�
　組織・共済の委員長を務めさせていただいて
３年目を終えようとしていますが、瞬く間の３
年間でした。�
 組合員皆様の協力で保険の加入も少し増え会
員交流も何とかと思っている矢先に、このアメ
リカ発の不況の嵐にはなすすべがありません。
会員の減少を最小限に止めるべく工夫をしなけ
ればと痛感しています。�
　今年の新年互礼会は例年の会場とは違い名古
屋国際ホテルで、形式も立食からテーブル席に
変更いたしました。会場がいつもより少し狭く
大丈夫かと心配したのですが、当日は最後まで
参加者の方々がお帰りにならず、大変盛り上が

った様子に関係各位の皆様のご尽力に感謝いた
す次第です。�
 これからも工夫をしながら、会員交流も含め
実り有る行事を行いたいと思います。�
　また保険においてもこの時期だからこそ、現
在加入している保険を見直されてコストの低減
化や最適な保障の備わった保険に組み替えるの
も一考かと思います。�
　私事ですが、自身が昭和50年に社長になった
その年、被災し工場を全焼しました。建物も設
備も一瞬のうちになくなりました。保険もわず
かしか入っておらず、資金に苦労した記憶があ
ります。�
　昨年の豪雨においても、何社かの方々が被害
にあい、保険の恩恵を受けられました。�
　是非この機会に見直しをされることをおすす
めします。多種多様な保障の保険が組合にあり
ます。印刷組合の保険は経営者にも従業員にも
有効なプランが用意されております。ぜひとも
ご検討下さい。�

「ピンチはチャンス」�

組織・共済・労働委員会  委員長　猪飼　重太郎�

●不況対策支援事業�

 緊急支援セミナー、個別相談会を開催�



　委員会では、まず部会活動についての報告を受けまし
た。マーケティング部会、印刷産業ビジョン部会の二つ
の会からですが、高付加価値化をテーマにしたプレゼン
テーションを行っているとか、近未来の印刷の姿の研究
を行っているとのことで、部会からは平成20年度末と21
年度末に報告書を出していただくことになっております。�
　平成20年度経営動向実態調査ですが、組合員数7,000
社弱のうちの1,500社のアンケートを行った結果、450社
ほどからの回答がありました。損益分岐点を意識した経
営をしていただき、自己資本比率ですが、アンケートか
らは37％という優良な数字になっています。しかし、実
際はアンケートに回答している会社自体が優良企業だと
いうことも推察できるので、決してこれがすべての企業
に当てはまるものではありません。また、31.8％が欠損

企業となっており、依然として厳しい経営環境だという
ことがわかります。�
　原材料価格高騰対応緊急保証制度、セーフティネット
については年度末をもって期間が終わるわけですが、４
月以降も３か月に１度、業種を見直していくということ
で、理事等から景況感のアンケートを取りながら要請し
ていくことになっています。資金に余裕のあるうちに、
この制度を利用していただきたいと思います。�
　印刷用紙等の諸資材の値上げについての各県の対応で
すが、岐阜県からは、値上げを頼んでも、なかなかそれ
を呑んでもらえないうちに「紙の値段が下がった」との
新聞報道を受けて価格を下げるように要請されたという
報告がありました。また、岐阜では不公正取引対策委員
会を組合に設け、理不尽な要求には組合として対応して
おり、効果を挙げておられるとのことです。�
　愛知県では、三役が公取に調査の申し入れをされたと
聞きました。同県ではw井理事長からの売上対経常利益
率５％確保の指導を受け、組合員がその数字を目指して
努力しておられるとのことです。そして、こういう時代
なので、健全な事業継承や健全な廃業も意識する必要が
あり、そのための勉強会も開いていかれるようです。�
　富山県では、紙の価格に関しては個々の企業で対応し
ていくしか方法がないのではという意見が出ていますし、
それは各県共通だろうと思います。また、売上はなかな

か期待できないので、与信管理や債権回収に注力してい
ます。担当者だけにそれを任せていても、なかなか良い
結果には結びつきませんが、会社としてそれに対応して
いくことにより、少しずつ効果が出てきているようです。�
　最後に当委員会の田中委員長（石川県工組副理事長）
から「印刷はこれまで複製技術を主とした仕事としてい
たが、そこから脱皮していくことを考えねばならない。
これからは買う側、ショッピングをする人の視点に立って
マーケティングを考えていく必要がある。それによって、
価格競争から脱却できる」という意見が出されました。�

　オフセット印刷作業技能検定について、かなりの時間
を費やして協議しました。技能検定は、昨年、１級は
371名が受験し199名が合格し、２級は424名が受験し202
名が合格したわけですが、県によって数にバラツキがあ
り、技能検定委員の研修の実施を来年２月頃に行おうと
いう話がありました。それぞれ県の事情が違い、例えば、
東京は印刷機メーカーのショールームに受験者が集まり
行われているわけですが、近県の神奈川県には検定を受
けるような共通の場所がなかなかないので受けられない
ということで悩んでおられます。北海道は職業訓練所的
なところに印刷機があり、そこで実施しています。印刷
機も新しいものも古いものもあり、２色機を使っている
ところとか、連続給水ではあるがマニュアル機で検定し
ているところもあります。また、最新鋭の自動刷版交換
装置が付いていたりフル自動化機で検定を行っていると
ころもあります。そういうことからハードの面でかなり
の差があるので、自ずと検定委員の審査基準もバラツキ
が出てまいります。検定は職業能力開発協会の国家資格
の委託業務です。印刷以外に130種ほどが委託されてい
ます。印刷の検定はフイルムから刷版をつくって実施し
ていますが、それをCTPに変えようという話もあるので
すが、抜本的にやり方を変えるのは時間がかかります。
そのために、変更しようとしてもなかなか進まないとい
う報告がありました。�

　グリーンプリンティング認定取得とインターネットを

利用したISO14001認証取得については、今後も積極的
に取り組んでいただきたいと思います。�
　カーボンフットプリント制度については、実際にはど
ういうものなのかがなかなかわかり辛い部分があります。
但し、環境省としては確実に進めてまいります。印刷業
自体がその流れに追いついていないように感じます。我々
が勉強して組合員の皆様に知らせていかないと、業界が
乗り遅れてしまう可能性があります。このカーボンフッ
トプリント制度は二酸化炭素の算出方法が難しく、その
辺りを危惧します。�
　東印工では、組合員の環境アンケートを取られたそう
です。その結果は思ったよりも良くなかったとのことで
す。廃液を下水に捨てているという回答もありました。
愛知県も２月にアンケートを実施しました。各県とも現
状を把握していただくことが一番かなと思います。各企
業が地道に環境対応を進めていく必要があるように感じ
ます。�
　いずれにしても、環境対応の流れに乗っていかないと、
印刷業界が飛ばされてしまう可能性もあります。印刷物
よりもCDやDVDを選択されてしまいかねませんので、我々
は驚異に感じて勉強していかなければならないと考えます。�

　全印工連では、今年も組合員が167社減っております。
各県工組はどういう努力をしているかというと、広報活
動を強化し、セミナーを盛んに行い、組合費を安くした
り、共済事業を展開して資金を運営費に充てようとか、
支部活動を活発にしようとか、全国大会の時に活動して
いない人を参加させようなど、いろいろなことをしてい
ます。�
　富山県では、最後の賭に出ました。アンケート調査を
実施したのですが、この調査は送って回答を求めてどう
だったかという形ではなく、私たち役員が手分けして全�
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中部地区印刷協議会下期会議�

分科会・理事長会報告�

●経営革新・マーケティング委員会　●教育・労務委員会�

●環境委員会　●組織運営委員会　　●共済事業委員会�

●理事長会　●全印工連からの総合コメント�

　２月20、21の両日、中部地区印刷協議会下期会議
がキャッスルプラザで開催されました。先月号に引
き続き分科会・理事長会報告を紹介します。�

●経営革新・マーケティング委員会�

　出村  明副委員長（石川県工組・常務理事）�

●教育・労務委員会�

　大村一史委員（石川県工組・常務理事）�

●環境委員会�

　細井俊男委員長（愛知県工組・副理事長）�

●組織運営委員会�

　楠  行博委員長（富山県工組・常務理事）�



組合員を回りました。そして、アンケートという名目で、
皆様の意見を聞きました。まず、組合活動をどう思って
いるのか。不満があるのかないのか。現状はどうだ。後
継者はいるのか。デジタル化はどこまで進んでいるのか。
中期経営計画等々を立てているのか。2008計画への理解
は。富山県の組合活動をどう思っているのか。どういう
事業に参加しているのか。参加しない理由は。このよう
なことを質問形式で聞きました。この目的はアンケート
を取ることではありません。何を考え、どういう認識で
おられて、更には５年後の組合がどうなっているのかを
探ることが目的でした。要するに、組合を抜本的に考え
てみたわけです。もう一つ、次の理事候補、青年印刷人
協議会に入られる人たちを探すことも目的でした。これ
は各社を回れば、雰囲気等でわかります。それを１年が
かりで行い、その結果がようやく出ました。�
　結論を申しますと、業態変革は我々の世代では難しい
ので、若手に切り替わるべきだと考えています。例えば、
私も理事として全国大会に出席したり地区協議会に参加
しなかったら、「業態変革実践プラン」の冊子も読まな
かったと思います。富山県は若手に任せます。アンケー
トから理事候補と青年印刷人協議会の候補者もピックア
ップしました。その人たちを中心に業態変革を推進して
いただきます。鹿児島大会の時、パネルディスカッショ
ンが行われました。そのDVDをいただきました。ダビ
ングして若手グループと理事会で見ます。共感して業態
変革をやりたいなと思った人はテキストに従って実践し
てもらいます。そういう形に切り替えようかなと思って
います。小手先ではなく、根本から変えるべき時が来て
いるように感じます。�
　アンケート結果を見て、私は所感を書きました。それ
を読み上げさせていただきます。�
　「アンケートによる組合員の皆様との対話で感じるこ
とは、思いに差があるということです。組合員は寿司が
食べたいのだという思いがあります。それなのに、組合
は寿司の食べ方しか教えてくれないと言われます。組合
は寿司の食べ方を、素材を提供しますから、各自で握っ
て下さい。また、握る修業をして下さいと言っています。
そして、組合員からは、その資料もテキストも見ないで
組合にいてもメリットがないと言われます。毎日、業務
が忙しくて修業する時間がないとも言われます。全印工
連は言います。忙しいから何もしなくていいのですか。
変わらなくていいのですか。業態変革しなくていいので
すか。富山県印刷工業組合は１度は寿司の握り方を指導
して食べられるような研修をしていきたいと思います。
それでも、研修参加者がいなければ諦めますが、青年印
刷人協議会を中心に必ずや業態変革をしていただけると
信じています」�
　富山県工組では、状況分析をして、次の世代を担う若
手に譲っていきたいなと考えています。�

　共済事業委員会で話し合ったことは、共済キャンペー
ンの推進状況についてです。５県からの報告をさせてい
ただきます。石川県は１社70名の社員を抱える組合員が
加入していただけたそうです。富山県は現状維持で、今
年は更に細かく回るとのことです。岐阜県は保険会社に
経営者にお願いしたらどうかと提案し、その形で回って
いただいている中で、保険会社は設備共済に興味がある
との声を聞いたそうです。三重県も現状維持ですが、設
備共済については極端な意見を聞いています。１社は設
備共済のおかげで災害被害を持ち直せたという意見で、
もう１社は事故を続けて２回やったが設備共済からのお
金が不満だったので組合を脱退したいという意見です。
私としては、こういう景況の中で設備共済は企業にとっ
て非常に大事な制度だと思っています。愛知県は白井前
理事長とw井理事長の指導で共済事業の手数料で財政を
立て直すことができたとのことで、21年度は設備共済に
力を注がれるようです。�
　いま、どの企業も景気が悪くて経費を見直し削減して
いこうという姿勢になっていると思うのですが、その中
で共済事業委員会としては設備共済への加入を斡旋して
いきます。昨年、全印工連にお願いして共済制度のパン
フレットを作成していただきました。皆様方もそれを読
んでいただき共済制度の意義や利点を理解し、組合員の
皆様にそれを啓蒙していっていただきたいと思います。�

　各県工組からの報告ですが、愛知県は業態変革実践プ
ランの説明会を名古屋と豊橋の２会場で開催し、また而
立会でも説明を行うということでした。愛知県では緊急
アンケート調査も実施され、助成金説明会や不良債権取

り立てなどの勉強会も開かれるそうです。そして、幸せ
な事業継承や幸せな廃業の勉強もしていかれるとのこと
です。愛印産連には19団体が加入しており、コラボレー
ションして事業の統合ができるところは共催にして効率
化を図る運動を進めているそうです。�
　石川県は橋本副理事長から報告をいただきました。他
県同様に組合員が減っており、170社加入していた組合
員が112社、３分の２に減少したとのことです。石川県
は雇用促進の事業途中で、あと１年間頑張って続けてい
かれます。�
　三重県も廃業等で組合員が減っており、収支が大変に
厳しくなっていますが、きちんとした組合運営ができる
ように頑張っていこうと考えています。�
　富山県は須垣理事長から報告がありました。以前から
平版会という会があり、そこで勉強会を開いておられま

す。年が明け、２月はやはりマイナスになっているそう
です。そういう中で聞こえてくるのは、用紙の値上げを
お客様に転嫁できないという現状ですので、用紙の値戻
しを全印工連にリーダーシップを取っていただき要望し
てもらいたいというものです。また、役員が手分けして
各社に面談に行き、意見聴取をされました。その間、市
町村合併で得をしたのは県工組の大手だけで、小さな企
業は受注もできず大変だという苦情もあったとのことで
す。大変にきめ細かな現況調査をされ、それを今後の組
合運営に反映されるようです。�
　岐阜県では、新たに、不公正取引対策委員会と広報委
員会をつくられました。不公正取引に関しては顧問弁護
士も雇われて対応をしておられます。平成22年に開催さ
れる岐阜の全国大会には、地区協としても支援させてい
ただきます。�

　メディアユニバーサルデザインのガイドラインを発刊
しました。MUDのつくり方とか、色の配合、そういっ
たものを載せたガイドラインです。印刷会社は色を扱い
ますが、これまでは健常者向けの色デザイン、レイアウ
トで印刷して納めていましたが、色覚障がい者も大勢お
られます。身体が人並みだと当たり前の世界ですが、障
がいのある方には大変に住みにくい環境になっています。
そういう意味から、印刷業界は色を通じて少しでも安心
で安全な印刷物を提供する必要があります。印刷業界と
してMUDに取り組んで２年目になります。スタートは
青年会の方々の社会貢献しようという思いからでした。
それを引き継いで、全印工連が全国事業として取り上げ
て２年目を迎えました。特に、社会貢献がこれから非常
に大切な事業となってまいります。そうはいっても機械
を入れ替えたりということになると資金を必要とします
ので、いまある設備、いまいる人でできることを考えま
す。色の組み合わせを少し変えたりということで、とて
も素晴らしい印刷物ができます。自治体もそういう事業
に取り組んでいますので、印刷会社から自治体に提案し
ていただきたいのです。それを官公需に繋げていくわけ

です。すでに成果を挙げている工組もあります。官公庁
に働きかけ、それを取り上げてもらえれば、印刷業界も
社会貢献していることが認められます。また、官公庁と
の繋がりも出てまいりますので、ぜひお願いしたいと思
います。�
　環境委員会から東印工組の話が出ました。東印工組は、
東京都の中で印刷業は地場産業ということで、一番数の
多い中小企業の団体です。いろいろな情報も入ってきて、
そういう面では優遇されているのですが、各社の環境へ
の対応の実態を委員会が調べたところ、インキの空き缶
は残肉が付いたまま出しているとか、廃液を下水にその
まま流すという結果が出ました。もちろん、本人が承知
の上でやっているケースと、知らずにやっているケース
があると思いますが、区や都の調査が入ったら是正命令
が出るような結果でした。それも一部の組合員ではなく、
相当多数の組合員がそういう処理をしています。東印工
では、地場産業ナンバーワンと認められている工組がこ
んなことでは大変だということで、違法を認識して処理
しているのかどうか、その辺りも含めて環境問題に対し
て周知・啓発していきます。法律に違反せずに経営して
いく必要がありますし、組合はその指導を行っていかな
ければなりません。�
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●共済事業委員会�

　畠山三恵子委員長（三重県工組・専務理事）�

●理事長会�

　塚本征也理事長（三重県工組）�

●全印工連からの総合コメント�

　武石三平専務理事�



　2010計画のポイントは、「ワンストップサービス・ソ
リューションマップ」です。印刷を基軸にして、左に川
上、右に川下があり、その中から、自分の会社で現在お
客様にサービスしていること、できることをチョイスし
ます。そうすると、自分の会社の強みがわかってきます。
そして、お客様の立場に立って、「この部分をプラスす
れば、こういうサービスが発生する」「この部分をコラ
ボレーションして協力会社にお願いすれば、こういうこ
とが事業として展開できる」と実践していくためにマッ
プを使っていただきます。会社全体としては、営業戦略
の一つとして、いろいろな展開の仕方が想定できます。
但し、大事なことが一つあります。お客様の立場で考え
る時、一番大事なのは、お客様が望むものを聞き出すコ
ミュニケーション能力なのです。営業のコミュニケーシ
ョン能力が非常に問われるので、その研修やスキルアッ
プを会社で行うことをお薦めします。�
　これから三つの事例をお聞きしますが、まず三藤印刷
㈱の後藤氏からは、G段ボールへのUV印刷についての

事例が紹介されます。これは協力会社として生産する立
場として業態を変えられたケースです。千巻印刷産業㈱
の塚本氏は、子育てタウン誌の発行事例。そして、㈱山
田写真製版所の石崎氏からは、製版会社から印刷会社へ
の業態変革事例の紹介をしていただきます。皆様には、
三つの会社が元のビジネスモデルをどう変えてきたか、
元にあったビジネススタイルを現在のスタイルに変えて
いく過程をきちんと認識してお聞きいただきたいと思い
ます。また、変化していく上で、会社の現状をどう変革
してきたかもポイントとなります。そして、最も重要な
のが経営者のメンタル面です。経営者の思いがどこまで
強いか、これらの視点で話を聞かれると業態変革事例が
わかりやすいと思います。�
　業態変革を進めていく上で大切なのは、お客様の向こ
うにいる消費者がどんなに便利になるか、そういう視点
で考えることです。そして、「自社と協力会社でやれる
ことは何か」「お客様の悩みは何か」「将来予測」の三
つの視点で考えて、ソリューションマップを使うと、業
態変革を進めていけると確信します。�

　総務省統計局では、新しい経済調査を平成21年７月
１日に、「平成21年経済センサス―基礎調査」を実
施します。この調査にあたり次のような協力依頼を
行っています。�
　「この調査は、統計法（平成19年法律第53号）に
基づく基幹統計調査として、事業所及び企業の活動
の状況を調査し、我が国における産業構造を包括的
に明らかにすることなどを目的とし、これまで行わ
れてきた事業所・企業統計調査やサービス業基本調
査などの大規模統計調査を統合して実視するものです。
調査は、全国全ての事業所及び企業を対象としており、
この結果に基づいて作成される統計は、国や地方公
共団体の経済政策や雇用政策などの各種行政施策の
基本資料として幅広く利用されます」。�
　総務省統計局では、「主旨、必要性を理解の上、
協力をお願いします」としています。�

　●恒温恒湿の工場環境を整える�

　いまから７年ほど前、私は印刷業の経営に危機感を抱
きました。商業印刷物、チラシはどうなるのかが不安で
したし、オフセット輪転機の増強、近隣の印刷会社の枚
葉機の増設があり、そこからは必然的に価格競争が生ま
れてきます。このままで、将来も印刷業をやっていける
のかと悩んでいたことがUV印刷スタートのきっかけに

なりました。機械メーカーやインキメーカーの話を聞い
て、「チャレンジしてみようか」という段階に至るまで
に２年半くらいを要しました。�
　実際にスタートすると、いろいろな問題が出てきまし
た。まず、工場環境をきちんと管理しないとトラブルば
かりになってしまいます。湿度は60％、工場内温度25℃
を365日24時間維持しなければなりません。夏はまだい

いのですが、冬はユポやアルミ蒸着紙を外に10分も置い
ておけば表面温度は10℃を切ってしまいます。こうなる
とUVでも乾かないので、工場環境を見直しました。そ
こからスタートして、恒温恒湿の環境をまず最初に整え
ました。それから、機械と機械の間を整理することで、
一方通行の作業ができるようになりました。これによって、
混入事故とか印刷物が衝突することもなくなりました。�
�
　●色評価のために高白色・高演色の照明�

　次に色評価のために照明を整備しました。死角ができ
ないように、逆ハの字に照明を配列しました。死角がな
いので、どちらから見ても正しい色評価ができます。色
温度は5,000ケルビンを維持するために、高白色・高演
色性の照明を工場内に138本配列しました。工場内では、
どこで印刷物を見ても色の変化はありません。そこまで
整備しました。�
　被印刷物が厚紙なので、湿度の影響をまともに受けま
す。冬は反って印刷できなくなり、夏は水分を吸い過ぎ
て乾燥不良を起こします。そういう保管の難しさがある
のです。厚さは１aからあり、１パレットに1,000枚く
らいしか積めないので、平台の状態で150パレット置け
る紙倉庫を隣接しています。�
　UVローラーは、非常に湿度を嫌うので、特別に湿気
が当たらないような場所を確保し、すぐにローラー交換
ができるようにして印刷にかかりました。�
�
　●G段ボールの出荷量、年率約20％伸び�

　G段ボールという1.15aの紙があります。色は50色あり、
G段ボールはリサイクル費用が発生しません。両面とも
色を選択できるので、赤ワインの箱であれば、中も赤に
することが可能です。別寸対応も迅速です。コート・ボ
ールで別寸の紙を頼もうとすると、非常にスパンを長く
取らなければならないし、ある程度大量に注文しなけれ
ばなりませんが、G段ボールメーカーは毎回、別寸対応
してくれます。私どもが一番少ない数で発注したのは
500というロットです。500枚の別寸も発注してから３日
後に入ってきました。合紙作業が不要であれば、１週間
で箱ができ上がります。自社では、１時間に8,000回転
でG段ボールを印刷していますが、この回転数を今年中
に9,500回転までにすることが私の目標です。G段ボール
の出荷量は年率約20％伸びています。工数の削減により、
製造コストが下がりました。自社の受注量は対前年比で
30％アップです。�
　弊社は下請専門の印刷会社で、お客様は印刷会社、製
版会社等です。下請の印刷会社はルートがほとんどでき
上がっているので、新しい顧客を探すとなると、現状の
印刷物以外の方向へ行くのか、エリアを広げて東京や大
阪へ進出するのかということになります。私は印刷技術
が大好きで、それにこだわっていく主義なので、思い切
って名古屋であまり導入されていないUV印刷にチャレ
ンジすることにしました。�

　●看板を上げた以上、下ろすことはできない�

　正直申し上げて、機械を入れてから１年間はほとんど
印刷できませんでした。その時、オペレータが、「社長、
もうやめましょう」と言ってきました。私は「１年でダ
メなら２年かかってもいい、２年でダメなら、３年かけ
ればいいじゃないか。とにかく、『UV印刷を始めました』
という看板を上げた以上は、下ろすことはできない。刷
れるようになりなさい」と社員を激励しました。それか
ら３人のスタッフが必死に努力して、半年経ち、１年経
つうちに実を結んできました。１年で刷れるようになっ
たので、弊社はラッキーだったのかも知れません。そう
いうスタッフが周りにいてくれたことも私の幸運だと思
います。�
　変革を進める時、最終的に経営者自身が「もうやめた」
と言ったら、お終いです。UV印刷が５年後、10年後ま
で続けられる商売なのかどうかは私にはわかりません。
ただ、私の会社はこの新しいUV印刷にチャレンジした
ことにより、３年間で14社の新しい顧客が生まれました。
この14社の工賃だけで年商の約３分の１を占めます。
UV印刷をやっていなかったら、おそらく私はここには
立っていなかったと思います。�
　また、１aのパッケージ印刷を成功させれば、半分の
0.5aや0.6aの印刷は簡単にできます。だから、最初か
ら１aに取り組みました。他社のやらないところに目を
つけて、それができるようになるまで諦めずにコツコツ
とチャレンジしたことが自社の現在を支えている一番の
原因だと考えます。とにかく、諦めないこと、できるま
でやり続けること、それが新しく生まれ変われる最大の
ポイントだと思います。�
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中部地区印刷協議会下期会議�

業態変革実践プラン勉強会�
　中部地区印刷協議会下期会議において、業態変革
実践プラン勉強会が開催され、愛知・三重・富山の
各県工組から事例が紹介されました。�

三藤印刷㈱／千巻印刷産業㈱／㈱山田写真製版所�
（今月号では、三藤印刷㈱の業態変革実践プランを紹介します）�

●趣旨説明�

　全印工連業態変革推進企画室・鳥原久資委員�

〈業態変革実践プラン〉�

 　 UV印刷へのチャレンジ�

 　 諦めずコツコツできるまでやり続ける�

三藤印刷㈱�

後藤  規之社長�

a

●総務省統計局�

「平成21年経済センサス―基礎調査」の実施�
全ての事業所及び企業が対象�



高機能化された東洋インキの製品群�
きっと大きな利益を約束します。�

　平成21年３月12日e、平成20年度３月期臨時理事
会が38名の出席（うち書面出席17名）により開かれました。�
　当日はまず、愛知県印刷協同組合（白井紘一代表
理事）の臨時理事会が正午から開かれ、愛知県印刷
会館を工組に譲渡することを承認。引き続いて、午
後２時から愛知県印刷会館３階・会議室において愛
知県印刷工業組合の臨時理事会が開催され、冒頭、
挨拶に立ったw井理事長が次のように述べました。�
　「本日、臨時理事会を開催させていただく運びと
なりました。決めていただきたいことは、愛知県印
刷会館の件です。年度内に処理したいので、皆様方
にお集り願った次第です。議事に入る前に、工組と
して最近、行ったことを説明させていただきます。
２月期理事会で皆様に承認していただいた緊急対策
事業を名古屋で１回、豊橋で１回開催しました。本
当は名古屋で２回を予定していたのですが、応募数
が少なかったので、光文堂の会議室を借りて実施し
ました。これは今後も引き続き行っていくべき事業
だと考えています。各支部で希望があれば、講師に
出向いてもらい説明していただくことも可能なので、
検討をお願いしたい。法律相談、労務相談について
は、１時間までは費用を組合が負担します」。�
　このあと、w井理事長が議長を務めて、議案の審
議に入りました。�

　議事では、まず最初に、㈱メイセイプリント（渡
辺敏夫社長／西支部）の組合加入が承認されました。�
　次いで、愛知県印刷会館の件について、村瀬誠専
務理事が「２月の理事会において、愛知県印刷会館
を協同組合から工業組合が譲受することを決議して
いただきました。それに基づき、弁護士、司法書士、
税理士の方々と相談しました。その結果、持ち主が
建物の譲渡を決議し、それを受けて工組が決議する
という手続きで進めるべきだと指示されたので、本
日、正午より協組の臨時理事会を開催し、会館を工
組に譲渡することを承認、いま工組の臨時理事会を
開催するに至っているわけです。それが決議されれ
ば、速やかに手続きを進めて参ります。」と説明。
w井理事長が議決を諮ったところ満場一致で、協組
から工組が建物を譲受することを承認しました。�
　続いて、今後の事業予定が決定しました。�
　〈今後の事業予定〉�

　◇平成21年度４月期理事会�
　日時：４月20日b午後３時30分、会場：愛知県印
刷会館�
　◇平成21年度総代会�
　日時：５月20日d午後４時、会場：名古屋観光ホ

テル、※午後３時から工組理事会が行われ、午後６
時から工組・協組合同懇親会が開かれる�
　◇平成21年度中部地区印刷協議会上期会議�
　期日：６月19日f・20日g、会場：ANAクラウ
ンプラザホテル富山�
　◇７月期支部長会・理事会�
　日時：７月17日f午後３時30分、会場：愛知県印

刷会館�
　◇９月期持出理事会�
　期日：９月４日f・５日g、場所：調整中�
　◇12月期支部長会・理事会�
　期日：12月４日f、会場：愛知県印刷会館�
　◇平成22年新年互礼会＝期日：平成22年１月13日d、
会場：名古屋東急ホテル�

　6日本印刷産業連合会が、印刷企業の環境問題
への取り組みを促進し、印刷工場の改善及び印刷
企業に対する社会の一層の理解と、我が国印刷産
業の振興を図る目的で実施している「印刷産業優
良工場表彰」の募集要領が発表された。�
　①応募資格／日本印刷産業連合会の会員団体傘
下企業で、印刷及び印刷加工に関わる工場。１企
業につき１工場の応募とし、工場稼働後３年以上
経過していること。�
　②応募の手続き／所属する会員団体を経由して
応募する。応募方法は、所定の書類を正１通、副
２通（コピー可）提出する。応募書類は、原則と
してWebなどで作成する。�
　＊応募書類は、日本印刷産業連合会ホームペー
ジからダウンロードできる。http://www.jfpi.or.jp�
　③応募期間／平成21年３月９日b～５月29日f�
　④表彰の種類／経済産業大臣賞、経済産業省商
務情報制作局長賞、6日本印刷産業連合会会長賞、
6日本印刷産業連合奨励賞�

　⑤審査方法及び審査基準／書類審査及び現地調
査（必要に応じ）。審査基準は、1）工場の周辺環
境及び作業環境など、工場内外の環境改善の状況
が同業種内の他の工場に比較して高水準にあること。
又は、近年における環境改善が著しいこと。2）広
域的な環境対策が、同業種内の他の工場に比較し
て高水準にあること。又は、近年における環境改
善が著しいこと。3）環境管理体制が整備されており、
環境対応が明確に企業経営の中で位置付けられて
いること。4）環境対応が企業経営の上で、具体的
効果をもたらしていること。�
　⑥表彰式／日時：平成21年９月16日d、会場：
ホテルニューオータニ（東京都千代田区）�
　＊「2009年印刷の月・記念式典」にて表彰�
　⑦問い合わせ先／6日本印刷産業連合会環境表
彰担当　〒104-0041東京都中央区新富1-16-8日本印
刷会館内　TEL03-3553-6051　FAX03-3553-6079　又
は、所属団体事務局�
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■ (社)日本印刷産業連合会�

第８回「印刷産業環境優良工場表彰」応募要領�

締切日は５月29日(金)

愛印工組3月期臨時理事会�

㈱メイセイプリントの加入を承認�

印刷会館の協組からの譲受を議決�

挨拶する�
W井理事長�



紙でご愛顧50年�

名古屋紙商事株式会社�

印刷用紙専門商社�

社長  長谷川　志�
名古屋市東区主税町4-83　　 〒461-0018�
TEL.052-931-2221㈹   FAX.052-932-1418�

豊山加工センター　愛知県西春日井郡豊山町豊場�
　　　　　　　　　TEL〈0568〉28 - 2049

メイカミ�

　6日本印刷産業連合会では、印刷産業界の環境自主基
準『日印産連「オフセット印刷サービス」グリーン基準』
に基づいた印刷認定制度「グリーンプリンティング認定
制度」第12期認定受付が始まった（本年３月現在、計
153工場がグリーンプリンティング認定工場に登録）。�

　＜認定制度の概要＞�
　グリーンプリンティング認定制度は、日印産連グリー
ン基準（工程及び事業者の取り組み）を達成した工場に
対し客観的評価による認定を行うもので、認定された工
場は環境優良工場としてクライアントなど社会に対し、
幅広くPRできる制度。�
　＜認定制度の特徴とメリット＞�
　①公表されている認定評価チェックシートを用い、事
前に自己評価ができる。�
　②該当工程の基準の70％達成（一部必須項目あり）で
認定を受けることができる（３年間有効）。�
　③GP認定審査員による指導、助言を受けながら認定
を受けることができる。追加費用、事前のコンサルタン
ト料は一切不要。�
　④学識経験者、マスコミ、クライアント業界などから
なる認定委員会が判定を行うので、信頼性ある制度とし
て社会的に高く評価されている。�
　⑤認定工場は、その証である「グリーンプリンティン
グマーク（GPマーク）」を、名刺、ホームページなど
に表示することができ、環境経営に積極的な企業として
評価される。�
　⑥オフセット印刷部門の認定工場は、クライアントに
対してGPマークを表示した印刷物を提案することがで
きる（GPマークを表示した印刷物は、平成20年９月で
5,700万部を超えた）。�
　⑦ISO14001認証登録工場は、現地審査が免除される。
また、GP認定取得後、ISO14001認証に挑戦する工場は、
GP認定の環境活動をISO14001に活用することができる。�
　＜認定工場料金＞�

　従業員規模別で定められている。例えば、従業員９人
以下の場合、認定申請料20,000円、審査料40,000円、認
定登録料20,000円、合計80,000円。10人から19人の場合は、
認定申請料、認定登録料は共に20.000円で、審査料が
80,000円となり、合計120,000円となる。�
　その他詳細は、日印産連グリーンプリンティング認定
事務局℡03-3553-6051　URL www.jfpi.or.jp/まで。�
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●身近な催し物のお知らせ（愛印工組関係）�

開催日時　　　　　　事業・行事、場所、備考�

事業・行事 三役会・４月期理事会�
ところ 愛知県印刷会館�
三役会　12：00�
理事会　15：30�
事業・行事 三役会・５月期理事会�
 平成21年度 通常総代会�
ところ 名古屋観光ホテル�
詳細調整中�

�
４月20日b

12:00～�
�
�

５月20日d

●身近な催し物のお知らせ（関係団体）�

開催日時　　　　　　事業・行事、場所、備考�

事業・行事 愛知県印刷協同組合　理事会�
ところ 愛知県印刷会館　�
事業・行事 中部グラフィックコミュニケーションズ�
 工業組合 「平成21年度 通常総会」�
ところ 中日パレス　�
詳細調整中�
事業・行事 愛知県印刷協同組合  理事会・総会�
ところ 愛知県印刷会館�
理事会 13：00　総会 14：00�
事業・行事 中部地区印刷協議会�
 21年度上期会議�
ところ ANAクラウンプラザホテル富山�
詳細調整�

４月20日b

15:00～�
�

５月12日c
�
�
�
５月18日b

�
�
６月19日f

　～20日g�
�

―環境に配慮した印刷総合認定制度―�

グリーンプリンティング認定工場／第12期認定受付中�

締切日：平成21年５月25日(月)



　３月３日午後６時より、㈱光文堂
第一会議室において、不況対策セミ
ナーが開催され、16名が参加しました。
この事業は２月期理事会の席上、w
井昭弘理事長が「こういう大変な時
期なので、組合員への緊急支援とし
ていろいろな助成金セミナーや、弁
護士にお願いして不良債権の取り立
てなどの相談会を行いたいと思いま
す」と語り、特別事業の開催を諮っ
て承認を得、決議後半月で実施され

たものです。�
　当日は二部構成で行われ、第一講
は春馬・野口法律事務所の野口葉子
弁護士が講師を務め、「貸し倒れに
しない『債権回収のポイント』」と
題して進められました。�
　続く第二講は名南経営センターグ
ループの今村航社会保険労務士が講
師を務め、「不況時に活用できる助
成金～中小企業緊急雇用安定助成金
～」をと題して行われました。�

 「世界の最新印刷技術」�
　7印刷図書館では、―Drupa2008か
ら始まる近未来の潮流―をキーワー
ドとした単行本「世界の最新印刷技
術」2008-2009を刊行した。�
　本書は、Drupaで提唱された技術動
向を総括・集大成し、記録として保
存していくことを目的に編纂された。
また、将来次々とでてくるであろう、
新技術を蓄積し、新たな印刷ビジネ
スモデルに、具体的に役立たせるた
めのデータベースとしての役割も付
与し、刊行されている。�
　本書の内容は、〈第１部〉有識者
による「最新技術のトレンド」の解説、
印刷業界をリードする人達による「新
たな技術を経営に生かす心構え」、
主要ベンダーが位置付ける「将来の
印刷業に伝えたい新技術の考え方」、
「Drupa2008で示された技術動向」、
印刷図書館主催による「帰国報告会
における講演」の要旨、〈第２部〉
「基調提言・近未来への舵取り」、
「Drupa2008出展の最新システム」、
「Drupa2008にみる主な出展企業と注
目の製品一覧」などから構成されて
いる。�
　編纂・刊行／7印刷図書館�
体裁／A4判、本文120頁、無線綴じ。�
定価／2,000円（税込み）�
　問い合わせ先／財団法人印刷図書
館TEL 03(3551)0506�
�
 「印刷現場の労働衛生管理」�
　6日本印刷産業連合会では、環境

委員会のもと労働安全関連研究会が
中心となって、印刷産業に係わる労
働安全衛生について調査研究を行っ
ている。昭和61年に有機溶剤中毒予
防規則と溶剤の使用に関する手引書
「印刷と有機溶剤―管理のポイント
と作業環境の改善 ―」を発行し、そ
の後、改訂版を平成10年に発行して
いる。今回、最近の法改正の状況な
どを踏まえ、「印刷現場の労働衛生
管理」として、新たに刊行した。�

　〈内容〉�
　①労働衛生管理について、労働衛
生管理法の位置付け、法令順守。②
法規の適用職場、法令の遵守項目、
管理項目別の対策（有機溶剤と特定
化学物質、騒音）。③印刷職場の改
善例／グラビア印刷、オフセット印刷、
シール印刷、スクリーン印刷、光沢
加工、製本。④解説／労働衛生管理
の理解、労働安全衛生法、労働衛生
管理、作業環境改善、労働安全衛生
法マネジメントシステム。⑤労働衛
生管理のフローと自己点検表。⑥資
料編。�
　発行／6日本印刷産業連合会・環
境委員会労働安全関連研究会�
　体裁／A4判、116頁�
　定価／組合員1,500円、非組合員
3,000円（いずれも消費税込み）�
　問い合わせ先：6日本印刷産業連
合会　TEL 03(3553)6051

■４月号がお手元に届くころには、
桜も散り、本格的な春の訪れが来て
いるものと思われます。それにして
も今年の桜の開花は早かったですね。
■先月号でお知らせしましたように、
中部地区印刷協議会下期会議の分科
会・理事長会の報告、それと、業態
変革実践プランの実例を挙げています。
今月号では、三藤印刷㈱さんのケー
スを掲載しました。変革への迷いが
あった中で、見事に成功されています。
是非一読ください。来月号に三重県
の千巻印刷さん、再来月号に富山の
山田写真さんを掲載予定です。ご期
待ください。�
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事務局だより�

巻頭言�

　３月で、いつもなら定時で終わらないぐらい
の仕事に追われて忙しい時期なのに、一向に印
刷物の受注量が上向いて来ません。異常な事態
です。�
 もっとも、客先の仕事量が通常の５割６割で
は仕方のないことなのかと諦めざるを得ないの
ですが、深刻な厳しさが切迫している今日この
頃です。�
　組織・共済の委員長を務めさせていただいて
３年目を終えようとしていますが、瞬く間の３
年間でした。�
 組合員皆様の協力で保険の加入も少し増え会
員交流も何とかと思っている矢先に、このアメ
リカ発の不況の嵐にはなすすべがありません。
会員の減少を最小限に止めるべく工夫をしなけ
ればと痛感しています。�
　今年の新年互礼会は例年の会場とは違い名古
屋国際ホテルで、形式も立食からテーブル席に
変更いたしました。会場がいつもより少し狭く
大丈夫かと心配したのですが、当日は最後まで
参加者の方々がお帰りにならず、大変盛り上が

った様子に関係各位の皆様のご尽力に感謝いた
す次第です。�
 これからも工夫をしながら、会員交流も含め
実り有る行事を行いたいと思います。�
　また保険においてもこの時期だからこそ、現
在加入している保険を見直されてコストの低減
化や最適な保障の備わった保険に組み替えるの
も一考かと思います。�
　私事ですが、自身が昭和50年に社長になった
その年、被災し工場を全焼しました。建物も設
備も一瞬のうちになくなりました。保険もわず
かしか入っておらず、資金に苦労した記憶があ
ります。�
　昨年の豪雨においても、何社かの方々が被害
にあい、保険の恩恵を受けられました。�
　是非この機会に見直しをされることをおすす
めします。多種多様な保障の保険が組合にあり
ます。印刷組合の保険は経営者にも従業員にも
有効なプランが用意されております。ぜひとも
ご検討下さい。�

「ピンチはチャンス」�

組織・共済・労働委員会  委員長　猪飼　重太郎�

●不況対策支援事業�

 緊急支援セミナー、個別相談会を開催�


